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本部町上下水道施設維持管理業務  

仕様書－１（上水道）  

（目的）  

第１条 本仕様書は、みだしの業務のうち本部町水道事業に係るも

のについて、本部町水道事業管理者（以下「甲」という。）

と受託者（以下「丙」という。）が維持管理を円滑に実施す

るため、必要な事項を定めるものである。  

（業務履行期間）  

第２条 本業務の業務履行期間は、令和４年４月１日から令和７年

３月３１日までとする。  

２ 丙は、本業務公募型プロポーザル特定の日から業務履行期

間の前日までを丙の業務習熟期間とし、実務研修等により、

業務の内容、業務対象施設の機能および周辺状況等について

習熟しなければならない。なお、業務習熟期間に生じる費用

等は丙の負担とする。  

３ 甲は、丙の業務習熟期間の取り組みにおいて、甲の協力が

必要な場合は、甲は、自らの業務に支障が生じない範囲で協

力するものとする。  

（業務対象施設）  

第３条 本業務の対象施設は以下の別紙資料を参照すること。な

お、以下のエ～カについては、甲の要求する業務内容の説明

のために作成した（案）であり、詳細は甲丙で協議し決定す

るものとする。  

ア 【別紙１】水道施設平面図  

イ 【別紙２】水位高低系統図  

ウ 【別紙３】施設リスト  

エ 【別紙４】点検表（案）各種  

オ 【別紙５】水質検査表（案）  

カ 【別紙６】作業・故障報告書（案）  

キ 【別紙７】丙が加入すべき保険の説明資料  

（業務内容）  

第４条 業務内容は次の各号を除き、第３条に定める施設の維持管

理と運転および衛生措置に必要な全ての作業とする。  

（１）支給材料の払い出し  
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（２）来場者の応対および対外折衝  

２ 前項における衛生措置とは、水道法施行規則第17条第１項

各号をいう。  

３ 業務遂行に係る基本姿勢について  

（１）丙は、業務対象施設の機能が十分発揮できるように、本

仕様書のほか、契約書、水道維持管理指針およびその他

関係書類、関係法令等に基づき、誠実かつ安全に業務を

履行し、適切な運転操作を行い、誤操作防止に努めなけ

ればならない。  

（２）丙は、業務の履行に当たって常に問題意識をもってこれ

に当たり、創意工夫し、円滑な業務遂行に努めなければ

ならない。  

（３）丙は、業務の履行に当たって地域住民と十分に協調を保

ち、円滑な業務遂行に努めなければならない。  

（４）丙は、業務履行上必要な諸事項について、甲と協議等を

行った場合は、必要に応じてその内容を議事録として整

理しておかなければならない。  

４ 丙の行う主な業務は次のとおりである。各号に示した別紙

資料も参照すること。  

（１）運転監視業務  

ア 本部町水道管理センター内の中央監視設備等で各施設の

運転管理・検針・監視・操作（【別紙４】点検表４・

５）  

イ 沖縄県企業局からの受水量・ブレンド調整、甲との運転

管理にかかる水運用や運転方法の調整  

（２）保守点検業務（【別紙４】点検表１～３・５、【別紙

６】）  

ア 目視・異常音・触感等、一般的な測定器具等（電圧、電

流、絶縁抵抗等）を用いての巡視点検や計測  

イ 建築付帯設備、敷地内・周辺状況を含む現場管理や清掃

作業、必要な除草作業  

ウ 水源、浄水場施設の水質・浄水管理、必要な水質検査  

エ 必要な保守作業や運転操作、保護装置等の作動確認、機

器や制御回路（リレーシーケンス等）および部品の不良
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個所の調査および不良機器や部品等の交換  

オ 薬品（次亜塩素酸ナトリウム、ポリ塩化アルミニウム）

注入量の確認および調整  

カ 薬品の補充、消耗品交換、給脂  

キ 半年に１回、【別紙４】集中点検結果報告書による集中

点検  

（３）水質検査業務  

ア 水道法施行規則第15条の水質検査業務（色度・濁度・残

留塩素濃度の検査（【別紙５】）  

イ 甲が別途発注する『水納島水質毎日検査業務』従事者に

対し、必要に応じ電話確認  

（４）第６条に定める修理・造作（【別紙６】）  

ア 丙は、備付け工具、支給材料等を用いて可能な機器の修

理、調整、分解清掃、部品交換等については、甲の承諾

を得て実施しなければならない。ただし、緊急を要する

場合には、応急措置を行った後、甲に報告するものとす

る。  

イ 丙は、業務履行上必要な軽易な造作は、甲と協議して実

施しなければならない  

（５）事務業務  

ア 月・年報（入力済みデータ含む）、点検表、各報告書、

議事録等、および必要な写真撮影を含む書類作成および

報告  

イ 丙は、運転の変更、警報の発生、異常、故障、事故、実

施した作業、およびその経過など本業務に係る全ての事

項に関して、記録し、甲に報告しなければならない

（【別紙６】）  

（６）その他（必要に応じて【別紙６】で報告）  

ア 甲が別途発注する『本部町水道事業水質検査業務』に係

る採水作業（毎月１日もしくは２日程度）  

イ 事故や台風時などの緊急・臨時的な対応。（台風接近

時、主要施設に設置するリース発電機・ケーブル・運搬

用トラック・燃料については甲が手配するが、運搬用ト

ラック運転によるリース発電機の配置は、甲と丙が協力
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して行う。その後、リース発電機と対象施設とのケーブ

ル接続・離線、リース発電機の運転停止および運転管

理、燃料補給の立会いは丙の業務とする。）  

ウ 薬品等の取扱い、搬入受入れの立会い（薬品等の補給

量・残量については適切に管理しておくこと。）  

エ 軽微でない保守整備や修理造作、事故や台風時などの緊

急・臨時的な対応等については、甲丙が協力して対応す

るものとする  

オ その他、業務対象施設の運転、維持管理上必要な全ての

業務  

（運転記録、点検整備の結果）  

第５条 丙は、点検表、各報告書等に所要事項を記入し、運転状況

等を毎日、甲に報告しなければならない（毎日の報告は、甲

の担当者のパソコンへ、丙がスキャンデータ等を電子メール

で送付することとし、必要に応じて電話や現場等での報告を

想定）。  

２ 丙は毎月の点検表、各報告書、支給材料使用状況、業務履

行上必要な書類等を翌月10日までに甲に提出しなければなら

ない。また、各年度末に、これらを電子データで提出しなけ

ればならない。  

３ 点検の結果、異状を発見した場合には、速やかにその状況

を甲に報告し、その対応を協議しなければならない。  

（修理・造作）  

第６条 丙は、点検・整備で発見した不良箇所や故障の発生箇所の

うち、備付け工具、支給材料等を用いて修理可能なものにつ

いては、甲の承諾を得て修理しなければならない。ただし、

緊急を要する場合には、応急措置を行った後、甲に報告する

ものとする。  

２ 丙は、業務の実施に必要な軽易な造作は、甲と協議して実

施しなければならない。  

（従事職員の配置）  

第７条 丙は、業務を履行するため、業務を処理することが可能な

技術員（以下「従事職員」という。）を配置しなければなら

ない。  
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２ 丙の配置する従事職員の勤務時間、処遇等は各種の法令等

に適合するよう丙の責任において配慮しなければならない。  

３ 丙は、従事職員の衛生管理と健康には十分注意し、水道法

施行規則第16条で定める定期および臨時の健康診断を丙の負

担で実施し、その結果を甲に報告しなければならない。  

４ 丙は、従事職員に対して、管理対象施設の保全・保安に関

して必要な知識および技能に関する教育をしなければならな

い。  

５ 丙は、丙の配置する従事職員について、業務履行上不適格

な部分が認められる場合は、当該従事職員の能力改善または

当該従事職員の変更等により、業務履行上必要な業務遂行能

力を確保しなければならない。  

６ 甲は、丙が配置した従事職員について、業務履行上不適格

と認めた場合は、丙に従事職員の変更を求めることができ

る。この場合、丙は速やかに代わりの従事職員を配置し、甲

の承認を得なければならない。  

（従事職員の服務規律）  

第８条 丙は、従事職員の服務規律、衛生、風紀および身元の保持

に関し、一切の責任を持って管理しなければならない。  

２ 丙は、従事職員に、常に安全で清潔な服装、名札を着用さ

せ、従事職員であることが分かるようにしなければならな

い。  

３ 丙は、業務対象施設の災害等防止に努めるとともに、第三

者に危害を及ぼさぬよう十分な配慮をし、部外者から苦情等

を受けるような態度、行動をとってはならない。  

４ 丙は、従事職員に対し、飲酒運転の防止を徹底させなけれ

ばならない。  

（現場責任者）  

第９条 丙は、従事職員の中から現場責任者１名を専任し、甲に届

け出なければならない。  

２ 現場責任者の職務は、次のとおりとする。  

（１）本仕様書に関する業務を総括する責任者として、従事職

員の指揮、監督を行うこと。  

（２）本仕様書のほか、契約書、水道維持管理指針およびその
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他関係書類等に基づき、業務の目的、内容等を十分理解

して、合理的で効果的かつ経済的な維持管理に努めるこ

と。  

（３）常に業務対象施設および設備の状況を把握し、随時甲に

報告するとともに、必要があれば協議を行うこと。  

（４）従事職員を教育し、技術の向上、事故の防止に努めるこ

と。  

（法定資格者の選任）  

第10条 丙は、次に掲げる各号の資格等を有する者を選任し、業務

の内容に応じて適宜配置しなければならない。  

（１）第１種電気工事士  

（２）危険物取扱者（危険物の規制に関する政令第31条）  

（３）酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者  

（４）その他、労働安全関係で必要な資格者  

（作業時間）  

第11条 第４条に掲げる作業等は、原則として、年間を通して午前

８時３０分から午後５時１５分までの間に行うものとする。  

２ 前項にかかわらず、丙が作業に必要と認めた場合には、こ

の時間を超えて作業を行わなければならない。ただし、これ

については委託金額の増減等の対象にはならない。  

（作業予定表）  

第12条 丙は、各月末までに翌月の作業予定、機器の整備点検予定

（以下、「作業予定表」という。）をたて、甲と協議しなけれ

ばならない。  

２ 丙は、甲と協議し決定した作業予定に従い、誠実にその業

務を履行しなければならない。  

（緊急事態発生時の対応）  

第13条 丙は、豪雨、台風、地震、渇水、停電その他の天災および

業務対象施設の機能に重大な支障を生じた場合に備え、甲と

常時連絡が取れる体制を整え、常にこれらに対処できるよう

に準備し、対応しなければならない。  

２ 緊急事態が発生した場合には、あらかじめ定めた非常配備

計画に従い、速やかに従事職員を所定の場所に配備し、対応

しなければならない。そのため、丙は、従事職員に対して、
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事故その他災害等が発生したときの処置について、実地指

導、訓練を行わなければならない。  

３ 丙は、安全衛生管理や事故等防止に努めるとともに、労働

災害や災害等緊急事故、予測し得ない事象が発生した場合に

は応急処置を行い、速やかに甲に報告し対応を協議しなけれ

ばならない。  

（執務室等の使用）  

第14条 丙は、業務履行上必要な執務室や備品の他、トイレ等（以

下「執務室等」という。）を業務履行期間中無償で使用でき

るものとする。なお、執務室は水道管理センターの中央監視

室等を想定している。  

２ 前項で定める執務室等の使用に伴う光熱水費は無償とする

が、その使用に当たっては節約に努めなければならない。  

３ 丙の責に帰すべき事由により、執務室等に破損および汚損

等が発生した場合は、丙の負担により修復しなければならな

い。  

（業務に必要な物品について）  

第15条 履行に必要とする備品、消耗品等のうち、次のものは甲の

支給とする。なお、その受け渡しおよび取り扱い上の注意事

項については甲の指示に従うものとする。  

（１）故障通報受信用の携帯電話（１台を想定）  

（２）電力、水道、燃料、油脂類、水質試験機器、水質試験薬

品を含む薬品類  

（３）点検表や報告書等の様式データ、月・年報の様式データ

（入力する項目は甲および丙の点検・検針結果、各施設

の電気料金内訳を想定）。甲の負担は様式データの提供

のみで、印刷は丙の負担とする。  

（４）機器、部品類、補修用の塗料や原材料  

２ 業務履行上必要な次のものは、丙の負担とする。  

（１）点検用の車両、およびその維持にかかる費用（２台を想

定）  

（２）報告書等作成用のパソコン、プリンタ（スキャン機能付

き）、用紙（点検表や報告書等の印刷は丙の負担とす

る）、カメラおよび事務用品  
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（３）従事職員用被服、懐中電灯、安全器具  

（４）点検整備や小修理に必要な小型工具や一般的な測定器具

（電圧計、電流計、絶縁抵抗計等）、絶縁テープやウェ

スなどの消耗品、保守点検業務に必要な脚立等  

（５）丙の内部連絡に必要な電話等の通信機器  

（６）丙は甲が定める賠償責任保険に加入するものとし、加入

した保険について甲にその写しを提出するものとする

（【別紙７】）。  

３ 業務履行上必要となる完成図書、特殊工具等は甲が貸与す

るものとする。貸与品については、適切に管理し、破損、盗

難、紛失等があった場合には丙が弁償しなければならない。  

４ 丙は、業務履行上必要な場合は、甲が設置する電話その他

の設備を使用することができる。その使用方法ついては、甲

丙協議して定めることとする。  

（安全・衛生の確保）  

第16条 丙は、業務対象施設を適宜清掃するとともに、整理・整頓

し、安全で清潔な環境保持に努めなければならない。  

２ 業務対象施設には、多くの機械・電気設備等が設置されて

いるため、業務の実施にあたっては、安全の確保に十分留意

しなければならない。  

３ 丙は火元責任者を選び、火気の始末を徹底させ、火災の防

止に努めなければならない。  

（盗難の防止等）  

第17条 丙は、業務対象施設における設備機器、備品工具等の盗

難、および不法侵入者の防止に努めなければならない。  

２ 業務対象施設に不審者の侵入等があった場合は、速やかに

甲の職員に連絡するとともに、警察に通報するなど適切に対

処し、その状況を甲に報告するものとする。  

３ 丙は、甲の許可なく甲の所有物を場外に持ち出し、また

は、業務に必要としないものを持ち込んではならない。  

（情報機器および情報の取り扱い）  

第18条 丙は、甲の施設にパソコン等の情報機器およびネットワー

クを設置する場合は、事前に甲の承認を得なければならな

い。この場合、パソコン等の情報機器およびネットワークを
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甲のネットワークに接続してはならない。  

２ 丙は、電子メールおよび記録媒体を介したデータのやり取

りを行う場合、必ずウイルススキャンを実施し、ウイルスの

感染防止に努めなければならない。  

３ 丙は、独自に調達したパソコン等の情報機器のセキュリテ

ィ対策を徹底し、本業務および甲に関連する情報等を外部に

流出させてはならない。  

４ 丙は、業務データおよびその他の業務上知り得た情報を、

甲の許可なく外部に持ち出してはならない。  

５ 業務の履行に伴って得られる資料等の所有権は甲に帰属す

るものとし、丙は甲の許可なく公表してはならない。これは

本用務終了後においても同様とする。  

６ 丙は、インターネット等に接続可能な独自に調達した情報

機器により、気象情報をはじめとする本業務履行上必要な情

報収集を実施することとする。  

（提出書類）  

第19条 丙は、本業務の契約締結後速やかに次の書類を１部提出し

なければならない。  

（１）着手届  

（２）現場管理、安全管理の組織表≪第７・16条関係≫（火元

責任者、緊急連絡先等）  

（３）現場責任者専任届≪第９条関係≫（実務経歴書を添付）  

（４）法定資格者選任届≪第10条関係≫（資格の写しを添付）  

（５）作業予定表≪第12条関係≫  

（６）非常配備計画≪第13条関係≫  

（７）執務室等使用願≪第14条関係≫（行政財産使用許可申請

書）  

２ 契約期間が満了した時は、速やかに完了届を提出しなけれ

ばならない。  

３ 上記提出書類に変更を生じたときは、直ちに変更届を提出

すること。  

（業務におけるリスク分担）  

第20条 業務対象施設について、その管理者としての責任は甲にあ

るものとし、業務対象施設の運転、維持管理上の責任は原則
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として丙が負うものとする。ただし、甲が責めを負うべき合

理的な理由がある事項については、この限りではない。   

２ リスクの分担については、下に掲げる『リスク分担表』に

基づき、その程度や具体的内容については、甲丙協議してこ

れを定めるものとする。  

 

リスク分担表  

 リスクの種類  内 容  

負担者  

甲  丙  

１  業務不履行のリスク  丙の業務不履行、事業放棄、破綻等   ○  

２  契約締結リスク  

甲の責により契約が結べない  ○   

丙の責により契約が結べない   ○  

３  

事故発生リスク（水質

事故を含む）  

丙の責による事故の発生   ○  

それ以外（不可抗力等）による事故の発

生  

○   

４  施設損傷リスク  

丙の責による損傷   ○  

それ以外（不可抗力等）による損傷  ○   

５  

要 求 仕 様 不 適 応 リ ス

ク （ 水 質 等 の 要 求 仕

様）  

丙の責による要求仕様不適応   ○  

それ以外（不可抗力等）による不適応  ○   

６  業務内容変更リスク  業務範囲、内容等の変更  ○  ○  

７  物価変動リスク  業務期間中の大規模な物価の変動  ○  ○  

８  税制の変動リスク  消費税等の変更  ○  ○  

９  法令の変更リスク  本業務に関する法令の変更  ○  ○  

※負担者の欄における「○」は、リスクを負担する方を示す。  

※甲・丙の両方に「○」がある場合は、リスクの分担について協議すること

を示す。  

（甲への協力）  

第21条 丙は、本業務仕様書に明記されていない事項であっても業

務履行上当然必要な業務等は、良識ある判断に基づいて行わ

なければならない。  

２ 甲が運転管理等に係る資料の提出を要求した場合、丙は、

速やかに応じなければならない。  

（業務の引き継ぎ）   
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第22条 丙は、本業務の契約締結後、直ちに甲および前回発注の

『本部町上下水道維持管理業務』の受託者（以下「前任者」

という。）から、業務の引き継ぎおよび運転管理等の技術指

導を受け、業務に支障を生じないようにしなければならな

い。なお、丙が前任者である場合はこの限りでない。  

２ 丙は、本業務終了までに、次回発注の『本部町上下水道維

持管理業務（仮）』の受託者（以下「後任者」という。）に対

し、今後適切に業務が遂行できるよう、業務の引き継ぎ（各

報告書および必要な電子データ等の引き継ぎも含む。）およ

び運転管理等の技術指導を行わなければならない。これは、

本業務における業務習熟期間に相当するものであり、当該引

き継ぎに要する費用は、後任者の負担とする。なお、丙が後

任者となる場合はこの限りでない。  

（補則）  

第23条 この仕様書に疑義が生じたときまたはこの仕様書に定めの

ない事項が生じたときは、甲丙協議の上決定する。  
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